
参 考 資 料 

四街道市水道事業及び下水道事業運営審議会条例新旧対照表 

改正案 現 行 

 （組織）  （組織） 

第３条 審議会は、委員10人以内で組織する。 第３条 審議会は、委員14人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が委嘱する。 ２ 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が委嘱する。 

 ⑴ 学識経験のある者  ⑴ 学識経験のある者 ２人以内 

 ⑵ 関係団体を代表する者  ⑵ 各団体を代表する者 ５人以内 

 ⑶ 公募による市民並びに市外に住所を有する水道使用者、下水道使

用者及び下水道排水設備設置義務者 

 ⑶ 公募による市民並びに市外に住所を有する水道使用者、下水道使

用者及び下水道排水設備義務者 ７人以内 

  

 


